
   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

保土ケ谷区内の自治会町内会とPayPay株式会社が、自治会費のキャッシュレス決済を実施します。

「PayPay」を導入した自治会においては、夏祭りなどの自治会によるイベントにおいて「PayPay」で

の支払いが可能となります。今後、事例を情報共有し、自治会町内会のデジタル化を支援していきま

す。 

 

１ 今回の事例の自治会  

⑴    自治会名：岩井町
いわいちょう

原
はら

第一
だいいち

町内会
ちょうないかい

 

⑵  所  在：保土ケ谷区岩井町 

⑶  会 長 名：小石川
こいしかわ

 悦子
え つ こ

 

２ 経緯 

  令和５年度に、保土ケ谷区において、自治会町内会業務のデジタル化を目的としたモデル事

業を実施しました。その取組の一環として、自治会町内会とPayPay株式会社で調整を重ねた結

果、自治会費等のキャッシュレス決済が実現しました。 

３ キャッシュレス決済ができる費用（例） 

⑴  自治会町内会費 

⑵  夏祭りなど自治会によるイベント等での販売物など 

※ 出店者は自治会のみに限ります。自治会以外が出店するイベントでは利用できません。 

４  キャッシュレス決済によるメリット 

⑴ 会費徴収の負担軽減 

⑵ イベント時の金銭授受の簡略化 

５  小石川会長のコメント 

   「キャッシュレス決済を活用して、役員の負担軽減をしたいと考えていたので、導入することができて

とても嬉しく思っています。工夫しながら誰もが参加しやすい自治会町内会を目指していきたいと考

えています。」 

６  PayPay株式会社について 

⑴ 所 在 地：東京都港区海岸1-7-1 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー 33階 

⑵ 事業概要：モバイルペイメント等電子決済サービスの開発・提供 

⑶ プレスリリース（別紙参照）：https://about.paypay.ne.jp/pr/20240611/01/  

 

お問合せ先 

（区内の自治会等支援に関すること） 

保土ケ谷区地域振興課長     川瀬 倫子 TEL 045-334-6301 

（市内の自治会等全般に関すること） 

市民局地域活動推進課担当課長  堀  雅史 TEL  045-671-4183 

（自治会費PayPayキャッシュレス決済に関すること） 

PayPay株式会社          報道関係者問い合わせフォーム 

https://merchant.paypay.ne.jp/webform/?Inquiry_Number=inquiry_press  

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

令和６年６月 1 1 日 

保土ケ谷区地域振興課 
市民局地域活動推進課 

岩井町原第一町内会（保土ケ谷区）に「PayPay」の導入が決定！ 

～自治会町内会のデジタル化が進みます～ 

 
 

「PayPay」導入イメージ ▶ 


